
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
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○
対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
対
内
直
接
投
資
等
の
定
義
に
関
す
る
事
項
）

（
対
内
直
接
投
資
等
の
定
義
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

上
場
会
社
等
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社

４

上
場
会
社
等
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
会
社

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
株
式
を
取
得
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
株
式
を
取
得
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
株
式
取
得
者
」
と
い
う
。
）
と
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

お
い
て
「
株
式
取
得
者
」
と
い
う
。
）
と
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
株
式
の
所
有
関
係
等
の
永
続
的
な
経
済
関
係
、
親
族
関
係
そ
の
他
こ
れ

る
株
式
の
所
有
関
係
等
の
永
続
的
な
経
済
関
係
、
親
族
関
係
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
非
居
住
者

ら
に
準
ず
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
非
居
住
者

で
あ
る
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四

で
あ
る
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
法
人
等
」
と

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
法
人
等
」
と

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

株
式
取
得
者
に
よ
り
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
の
数
（
以
下
「

一

株
式
取
得
者
に
よ
り
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
の
数
（
以
下
こ

総
議
決
権
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
議
決
権
の

の
項
及
び
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
お
い
て
「
総
議
決
権
」
と
い
う

数
を
直
接
に
保
有
さ
れ
て
い
る
法
人
等

。
）
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
さ

れ
て
い
る
法
人
等

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

十

株
式
取
得
者
（
法
人
等
に
限
る
。
）
の
役
員
（
取
締
役
そ
の
他
こ
れ

十

株
式
取
得
者
（
法
人
等
に
限
る
。
）
の
役
員
（
取
締
役
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
法
人

に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
前
各

等
の
役
員

号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
役
員

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
二

株
式
取
得
者
（
個
人
に
限
る
。
）
の
配
偶
者

十
二

株
式
取
得
者
の
配
偶
者

十
三

株
式
取
得
者
（
個
人
に
限
る
。
）
の
直
系
血
族

十
三

株
式
取
得
者
の
直
系
血
族
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十
四

株
式
取
得
者
が
本
邦
の
域
外
に
あ
る
国
又
は
地
域
の
政
府
機
関
若

十
四

株
式
取
得
者
が
我
が
国
以
外
の
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地
域
を
含

し
く
は
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

む
。
）
の
政
府
機
関
若
し
く
は
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

当
該
国
又
は
地
域
の
他
の
政
府
機
関
若
し
く
は
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
国
の
他
の
政
府
機
関
若
し
く
は
公
共
団
体

に
準
ず
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一

も
の
を
除
く
。
）

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五

（
略
）

十
五

株
式
取
得
者
が
、
上
場
会
社
等
の
株
式
を
所
有
す
る
他
の
非
居
住

者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
と
共
同
し
て
当
該
上
場
会
社
等
の
株
主
と

し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
場

合
（
当
該
株
式
取
得
者
及
び
当
該
他
の
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法

人
等
が
、
投
資
一
任
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二

号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
に
投
資

を
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
及
び
当
該
上
場
会
社
等
の
株
主
と
し
て
の

議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
権
限
を
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
株
式
取
得
者
及
び
当
該
他
の
非

居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
を
除
く
。
）
に
委
任
し
て
い
る
場
合

（
当
該
委
任
に
よ
り
、
当
該
株
式
取
得
者
及
び
当
該
他
の
非
居
住
者
で

あ
る
個
人
又
は
法
人
等
が
当
該
権
利
を
行
使
で
き
な
い
場
合
に
限
る
。

）
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人

等
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
六

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
第
一
号
か
ら

（
新
設
）

第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で

あ
る
個
人
又
は
法
人
等
（
株
式
取
得
者
及
び
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）

９

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、

９

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
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次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

上
場
会
社
等
の
株
式
へ
の
一
任
運
用
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

三

上
場
会
社
等
の
株
式
へ
の
一
任
運
用
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
も
の

を
満
た
す
も
の

イ

当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
に
投
資
を
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
及

イ

当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
に
投
資
を
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
及

び
当
該
上
場
会
社
等
の
株
主
と
し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行

び
当
該
上
場
会
社
等
の
株
主
と
し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行

使
す
る
権
限
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

使
す
る
権
限
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

も
の
に
委
任
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
委
任
に
よ
り
、
委
任
者
が
当
該
権

も
の
に
委
任
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
委
任
に
よ
り
、
委
任
者
が
当
該
権

利
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
。

利
を
行
使
で
き
な
い
こ
と
。

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
株
式
へ
の
一
任
運
用
の
対
象
と
さ
れ
る
当
該
上
場
会
社
等
の

当
該
株
式
へ
の
一
任
運
用
の
対
象
と
さ
れ
る
当
該
上
場
会
社
等

株
式
の
数
（
当
該
株
式
へ
の
一
任
運
用
を
す
る
も
の
を
第
四
項
の
株

(1)
の
株
式
の
数
と
当
該
株
式
へ
の
一
任
運
用
を
す
る
も
の
（
以
下
こ

式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ

の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
ロ
に
お
い
て
「
運
用
者
」
と
い
う

と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
が
す
る
株
式
へ
の
一

。
）
を
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ

任
運
用
（
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
と

る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法

さ
れ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
の
数
を
含
む
。
）
の
当
該
上
場
会

人
等
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
六
号
ロ
に
お
い
て
「
運

社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
以
上
と
な

用
者
の
密
接
関
係
者
」
と
い
う
。
）
が
す
る
株
式
へ
の
一
任
運
用

る
こ
と
。

（
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
と
さ
れ

る
当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
の
数
と
を
合
計
し
た
株
式
の
数
の
当

該
上
場
会
社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の

十
以
上
と
な
る
こ
と
。

当
該
株
式
へ
の
一
任
運
用
の
対
象
と
さ
れ
る
当
該
上
場
会
社
等

(2)
の
株
式
に
つ
い
て
、
株
式
へ
の
一
任
運
用
の
後
に
お
け
る
運
用
者

の
保
有
等
議
決
権
数
（
株
式
へ
の
一
任
運
用
（
イ
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
と
さ
れ
る
上
場
会
社
等
の
議

決
権
の
数
、
直
接
に
保
有
す
る
上
場
会
社
等
の
議
決
権
の
数
及
び
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第
五
号
に
掲
げ
る
議
決
権
代
理
行
使
受
任
に
係
る
議
決
権
の
数
を

合
計
し
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
当
該
運
用
者

の
密
接
関
係
者
の
保
有
等
議
決
権
数
と
を
合
計
し
た
議
決
権
の
数

（
議
決
権
の
う
ち
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重
複

の
数
を
控
除
し
た
純
計
に
よ
る
も
の
。
以
下
「
純
議
決
権
数
」
と

い
う
。
）
の
当
該
上
場
会
社
等
の
総
議
決
権
に
占
め
る
割
合
が
百

分
の
十
以
上
と
な
る
こ
と
。

四

上
場
会
社
等
の
議
決
権
の
取
得
で
あ
つ
て
、
当
該
取
得
の
後
に
お
け

（
新
設
）

る
当
該
取
得
を
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
議
決
権
取
得
者

」
と
い
う
。
）
の
保
有
等
議
決
権
数
と
当
該
議
決
権
取
得
者
を
第
四
項

の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
の
保
有
等
議
決
権
数

と
を
合
計
し
た
純
議
決
権
数
の
当
該
上
場
会
社
等
の
総
議
決
権
に
占
め

る
割
合
が
百
分
の
十
以
上
と
な
る
も
の
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三

号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

五

議
決
権
代
理
行
使
受
任
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

（
新
設
）

のイ

上
場
会
社
等
以
外
の
会
社
（
以
下
「
非
上
場
会
社
」
と
い
う
。
）

の
議
決
権
に
係
る
も
の
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も

の
が
直
接
に
保
有
す
る
非
上
場
会
社
の
議
決
権
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）

ロ

上
場
会
社
等
の
議
決
権
に
係
る
議
決
権
代
理
行
使
受
任
で
あ
つ
て

、
当
該
議
決
権
代
理
行
使
受
任
の
後
に
お
け
る
当
該
議
決
権
代
理
行

使
受
任
を
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
受
任
者
」
と
い
う

。
）
の
保
有
等
議
決
権
数
と
当
該
受
任
者
を
第
四
項
の
株
式
取
得
者

と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
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非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
の
保
有
等
議
決
権
数
と
を
合
計

し
た
純
議
決
権
数
の
当
該
上
場
会
社
等
の
総
議
決
権
に
占
め
る
割
合

が
百
分
の
十
以
上
と
な
る
も
の

六

非
居
住
者
と
な
る
以
前
か
ら
引
き
続
き
直
接
に
保
有
す
る
非
上
場
会

（
新
設
）

社
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
き
代
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
（
非
居

住
者
で
あ
る
個
人
が
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
委

任
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

第
七
条
第
一
号
に
お
い
て
「
議
決
権
代
理
行
使
委
任
」
と
い
う
。
）

イ

受
任
を
す
る
も
の
が
当
該
非
上
場
会
社
又
は
そ
の
役
員
以
外
の
も

の
で
あ
る
も
の

ロ

受
任
を
す
る
も
の
が
当
該
非
上
場
会
社
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配

す
る
お
そ
れ
又
は
当
該
非
上
場
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え

る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
議

案
に
係
る
も
の

七

共
同
し
て
上
場
会
社
等
の
株
主
と
し
て
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
（

（
新
設
）

第
三
号
に
掲
げ
る
株
式
へ
の
一
任
運
用
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
議
決
権

代
理
行
使
受
任
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
式
へ
の
一
任
運
用
等
」

と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
株
式
へ
の
一
任
運

用
等
に
係
る
権
利
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
主
等
諸
権
利

」
と
い
う
。
）
を
行
使
す
る
こ
と
に
つ
き
、
当
該
上
場
会
社
等
の
株
主

等
諸
権
利
を
有
す
る
他
の
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
（
投
資

一
任
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
、
株
主
等
諸
権
利
を
行
使
す
る
権

限
を
法
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
に
委
任

（
当
該
委
任
に
よ
り
、
当
該
株
主
等
諸
権
利
を
行
使
で
き
な
い
も
の
に

限
る
。
）
を
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
同
意
を
得
る
こ
と
（
第
七

条
第
一
号
に
お
い
て
「
共
同
議
決
権
等
行
使
同
意
取
得
」
と
い
う
。
）
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で
あ
つ
て
、
当
該
同
意
を
得
た
も
の
（
以
下
「
同
意
取
得
者
」
と
い
う

。
）
の
保
有
等
議
決
権
数
、
当
該
同
意
を
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
同
意
者
」
と
い
う
。
）
の
保
有
等
議
決
権
数
及
び
当
該
同
意

取
得
者
を
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る

も
の
又
は
当
該
同
意
者
を
同
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
第

一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
こ
と

と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
の
保
有
等
議
決
権
数
を
合

計
し
た
純
議
決
権
数
の
当
該
上
場
会
社
等
の
総
議
決
権
に
占
め
る
割
合

が
百
分
の
十
以
上
と
な
る
も
の

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
「
株
式
へ
の
一
任
運
用
」
と
は
、
投
資
一
任

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
「
株
式
へ
の
一
任
運
用
」
と
は
、
投
資
一
任

10

10

契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
、
他
の
も
の
か
ら
委
任
を
受
け
て
株
式
に

契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
、
他
の
者
か
ら
委
任
を
受
け
て
株
式
に
運

運
用
す
る
こ
と
（
そ
の
指
図
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

用
す
る
こ
と
（
そ
の
指
図
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

第
九
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
議
決
権
代
理
行
使
受
任
」
と
は
、
他
の

（
新
設
）

11
も
の
が
直
接
に
保
有
す
る
会
社
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
き
当
該
他
の
も
の

を
代
理
す
る
権
限
を
受
任
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
も
の
を
い
う
（
次
条
及
び
第
七
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

一

当
該
受
任
を
す
る
も
の
が
当
該
会
社
又
は
そ
の
役
員
以
外
の
も
の
で

あ
る
も
の

二

当
該
受
任
を
す
る
も
の
が
当
該
会
社
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る

お
そ
れ
又
は
当
該
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ

る
事
項
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
議
案
に
係
る
も
の

（
対
内
直
接
投
資
等
の
届
出
及
び
変
更
勧
告
の
送
達
等
）

（
対
内
直
接
投
資
等
の
届
出
及
び
変
更
勧
告
の
送
達
等
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
内
直
接
投
資
等
（
以
下
「

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
内
直
接
投
資
等
（
以
下
「

対
内
直
接
投
資
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及

対
内
直
接
投
資
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及

び
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
、
遺
贈
、
法
人
の
合
併

び
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
、
遺
贈
、
法
人
の
合
併
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そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

に
該
当
す
る
対
内
直
接
投
資
等
と
す
る
。

に
該
当
す
る
対
内
直
接
投
資
等
と
す
る
。

一

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
る
会
社
の
株
式
若
し
く
は
持
分
又
は
当
該
株
式

一

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
る
会
社
の
株
式
又
は
持
分
の
取
得

若
し
く
は
持
分
に
係
る
議
決
権
の
取
得

二

非
上
場
会
社
（
国
の
安
全
を
損
な
う
事
態
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
大
き

二

上
場
会
社
等
以
外
の
会
社
（
国
の
安
全
を
損
な
う
事
態
を
生
ず
る
お

い
対
内
直
接
投
資
等
に
係
る
業
種
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
業
種
に

そ
れ
が
大
き
い
対
内
直
接
投
資
等
に
係
る
業
種
と
し
て
主
務
省
令
で
定

属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
「
特
定
非

め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い

上
場
会
社
」
と
い
う
。
）
の
株
式
又
は
持
分
を
所
有
す
る
法
人
の
合
併

て
「
特
定
非
上
場
会
社
」
と
い
う
。
）
の
株
式
又
は
持
分
を
所
有
す
る

に
よ
り
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
新
た
に
設
立
さ
れ
る
法
人
が
当
該

法
人
の
合
併
に
よ
り
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
新
た
に
設
立
さ
れ
る

株
式
若
し
く
は
持
分
又
は
当
該
株
式
若
し
く
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を

法
人
が
当
該
株
式
又
は
持
分
を
取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
得

取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
得

三

特
定
非
上
場
会
社
の
株
式
又
は
持
分
を
所
有
す
る
法
人
の
分
割
に
よ

三

特
定
非
上
場
会
社
の
株
式
又
は
持
分
を
所
有
す
る
法
人
の
分
割
に
よ

り
分
割
後
新
た
に
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
事
業
を
承
継
す
る
法
人
が
当

り
分
割
後
新
た
に
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
事
業
を
承
継
す
る
法
人
が
当

該
株
式
若
し
く
は
持
分
又
は
当
該
株
式
若
し
く
は
持
分
に
係
る
議
決
権

該
株
式
又
は
持
分
を
取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
得

を
取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
得

四

非
上
場
会
社
の
株
式
若
し
く
は
持
分
又
は
議
決
権
の
取
得
（
当
該
取

四

上
場
会
社
等
以
外
の
会
社
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
次
条
第
一
項
第
二

得
の
後
に
お
け
る
当
該
取
得
を
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
非
上
場
会
社
」
と
い
う
。
）
の
株
式
又
は

株
式
等
取
得
者
」
と
い
う
。
）
の
所
有
等
株
式
等
（
直
接
に
所
有
す
る

持
分
の
取
得
（
当
該
取
得
に
係
る
当
該
非
上
場
会
社
の
株
式
の
数
若
し

非
上
場
会
社
の
株
式
の
数
若
し
く
は
非
上
場
会
社
に
出
資
す
る
金
額
又

く
は
出
資
の
金
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

は
直
接
に
保
有
す
る
非
上
場
会
社
の
議
決
権
の
数
と
前
条
第
九
項
第
五

「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
当
該
非
上
場
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数

号
に
掲
げ
る
議
決
権
代
理
行
使
受
任
（
同
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
に
限

若
し
く
は
出
資
の
金
額
の
総
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
第
一
項
第
二

る
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
合
計
し
た
純
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下

号
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
占
め
る
割
合
又
は
当

こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
株
式
等

該
取
得
を
し
た
も
の
が
当
該
取
得
の
後
に
お
い
て
所
有
す
る
こ
と
と
な

取
得
者
を
前
条
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲

る
当
該
非
上
場
会
社
の
株
式
等
と
当
該
取
得
を
し
た
も
の
を
前
条
第
四

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法
人

項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す

等
の
所
有
等
株
式
等
と
を
合
計
し
た
株
式
等
（
株
式
の
数
若
し
く
は
出

る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
若
し
く
は
法
人
等
が
所
有
す
る
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資
の
金
額
又
は
純
議
決
権
数
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

当
該
非
上
場
会
社
の
株
式
等
と
を
合
計
し
た
株
式
等
の
当
該
非
上
場
会

同
じ
。
）
の
当
該
非
上
場
会
社
の
発
行
済
株
式
等
（
発
行
済
株
式
の
総

社
の
発
行
済
株
式
等
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
以
上
と
な
る
場
合
の

数
若
し
く
は
出
資
の
金
額
又
は
総
議
決
権
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同

当
該
取
得
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
対
内
直
接
投

じ
。
）
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
以
上
と
な
る
場
合
の
当
該
取
得
を

資
等
に
該
当
す
る
非
上
場
会
社
の
株
式
又
は
持
分
の
取
得
（
上
場
会
社

除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
対
内
直
接
投
資
等
に
該
当

等
の
株
式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
株
式
の
取
得
を

す
る
非
上
場
会
社
の
株
式
若
し
く
は
持
分
又
は
議
決
権
の
取
得
（
上
場

除
く
。
）
以
外
の
も
の

会
社
等
の
株
式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
株
式
又
は

当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
取
得
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の

五

株
式
の
分
割
又
は
併
合
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
新
株
若
し
く
は
当
該
新

五

株
式
の
分
割
又
は
併
合
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
新
株
の
取
得
又
は
当
該

株
に
係
る
議
決
権
の
取
得
又
は
当
該
新
株
に
係
る
株
式
へ
の
一
任
運
用

新
株
に
係
る
株
式
へ
の
一
任
運
用
（
前
条
第
十
項
に
規
定
す
る
株
式
へ

（
前
条
第
九
項
第
三
号
に
掲
げ
る
株
式
へ
の
一
任
運
用
（
同
号
イ
に
掲

の
一
任
運
用
を
い
う
。
第
七
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

六

特
定
上
場
会
社
等
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

六

特
定
上
場
会
社
等
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

の
う
ち
上
場
会
社
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
株

の
う
ち
上
場
会
社
等
で
あ
つ
て
、
当
該
上
場
会
社
等
の
各
株
主
（
外
国

式
の
数
又
は
議
決
権
の
数
の
当
該
上
場
会
社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数

法
人
等
又
は
他
の
会
社
に
限
る
。
）
が
直
接
に
所
有
す
る
当
該
上
場
会

又
は
総
議
決
権
に
占
め
る
割
合
の
い
ず
れ
も
が
百
分
の
十
未
満
で
あ
る

社
等
の
株
式
の
数
（
当
該
株
主
を
前
条
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た

も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
法
第

場
合
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者

二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲

で
あ
る
個
人
又
は
法
人
等
が
所
有
す
る
当
該
株
式
の
数
を
含
む
。
）
の

げ
る
行
為
又
は
前
条
第
九
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に

当
該
上
場
会
社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
割
合
の
い
ず
れ
も

掲
げ
る
行
為

が
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
行
う
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四

号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
前
条
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為

イ

当
該
上
場
会
社
等
の
各
株
主
（
外
国
法
人
等
又
は
他
の
会
社
に
限

（
新
設
）

る
。
）
が
直
接
に
所
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
の
数
と
当
該

株
主
を
前
条
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲
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げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
又
は
法

人
等
が
直
接
に
所
有
す
る
当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
の
数
と
を
合
計

し
た
株
式
の
数

ロ

当
該
上
場
会
社
等
に
係
る
各
運
用
者
（
外
国
法
人
等
又
は
他
の
会

（
新
設
）

社
に
限
る
。
）
が
す
る
株
式
へ
の
一
任
運
用
の
対
象
と
さ
れ
る
当
該

上
場
会
社
等
の
株
式
の
数
と
当
該
運
用
者
の
密
接
関
係
者
が
す
る
株

式
へ
の
一
任
運
用
の
対
象
と
さ
れ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
株
式
の
数

と
を
合
計
し
た
株
式
の
数

ハ

当
該
上
場
会
社
等
に
係
る
各
外
国
投
資
家
（
外
国
法
人
等
又
は
他

（
新
設
）

の
会
社
に
限
る
。
）
の
保
有
等
議
決
権
数
（
議
決
権
代
理
行
使
受
任

に
係
る
議
決
権
の
数
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

当
該
外
国
投
資
家
を
前
条
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る

個
人
又
は
法
人
等
の
保
有
等
議
決
権
数
と
を
合
計
し
た
純
議
決
権
数

七

（
略
）

七

（
略
）

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
が
必
要
と
な
る
対
内
直
接
投

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
が
必
要
と
な
る
対
内
直
接
投

資
等
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

資
等
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
対
内
直
接
投
資
等
と
す
る
。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
対
内
直
接
投
資
等
と
す
る
。

一

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
種
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

一

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
種
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
業
種
に
係
る
対
内
直
接
投
資
等
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
か

る
業
種
に
係
る
対
内
直
接
投
資
等
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
前
条
第
九
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号

ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
前
条
第
九
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
対

ま
で
に
掲
げ
る
対
内
直
接
投
資
等
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

内
直
接
投
資
等
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
上
場
会
社

定
す
る
上
場
会
社
等
そ
の
他
の
会
社
の
子
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七

等
そ
の
他
の
会
社
の
子
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
い
、

号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
い
、
本
邦
に
あ
る
も
の

本
邦
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
会
社
が
財
務

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
会
社
が
財
務
及
び
営
業
又
は
事

及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る

業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
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こ
と
が
で
き
る
他
の
会
社
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
子
会
社

の
会
社
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
子
会
社
を
除
く
。
）
が
当

を
除
く
。
）
が
当
該
主
務
省
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん

該
主
務
省
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
を
含

で
い
る
場
合
を
含
む
。
）

む
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

14

14

（
特
定
取
得
の
届
出
及
び
変
更
勧
告
の
送
達
等
）

（
特
定
取
得
の
届
出
及
び
変
更
勧
告
の
送
達
等
）

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
取
得
（
以
下
「
特
定
取

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
取
得
（
以
下
「
特
定
取

得
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続

得
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続

、
遺
贈
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

、
遺
贈
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
特
定
取
得
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
特
定
取
得
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
取
得
（
当
該
特
定
取
得
を
し
た
も
の
の
所
有
等
株
式
等
と
当
該

二

特
定
取
得
（
当
該
特
定
取
得
に
係
る
非
上
場
会
社
の
株
式
等
の
当
該

特
定
取
得
を
し
た
も
の
を
第
二
条
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合

非
上
場
会
社
の
発
行
済
株
式
等
に
占
め
る
割
合
又
は
当
該
特
定
取
得
を

に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ

し
た
も
の
が
当
該
特
定
取
得
の
後
に
お
い
て
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
当

る
個
人
又
は
法
人
等
の
所
有
等
株
式
等
と
を
合
計
し
た
株
式
等
の
当
該

該
特
定
取
得
に
係
る
非
上
場
会
社
の
株
式
等
と
当
該
特
定
取
得
を
し
た

非
上
場
会
社
の
発
行
済
株
式
等
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
以
上
と
な

も
の
を
第
二
条
第
四
項
の
株
式
取
得
者
と
し
た
場
合
に
同
項
各
号
に
掲

る
場
合
の
当
該
特
定
取
得
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
上
場
会
社
等
の
株

げ
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
非
居
住
者
で
あ
る
個
人
若
し
く
は

式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
株
式
の
取
得
に
該
当
す

法
人
等
が
所
有
す
る
当
該
非
上
場
会
社
の
株
式
等
と
を
合
計
し
た
株
式

る
も
の

等
の
当
該
非
上
場
会
社
の
発
行
済
株
式
等
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十

以
上
と
な
る
場
合
の
当
該
特
定
取
得
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
上
場
会

社
等
の
株
式
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
株
式
の
取
得

に
該
当
す
る
も
の

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11
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（
技
術
導
入
契
約
の
締
結
等
の
報
告
）

（
技
術
導
入
契
約
の
締
結
等
の
報
告
）

第
六
条
の
四

法
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
技
術

第
六
条
の
四

法
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
技
術

導
入
契
約
の
締
結
等
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
五
日
以
内
に
、
主
務

導
入
契
約
の
締
結
等
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
、
主
務
省

省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

法
第
五
十
五
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
技
術
導
入
契

約
の
締
結
等
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
導
入
契
約
の
締
結
等
と
す
る
。

一

事
業
の
経
営
に
関
す
る
技
術
の
指
導
に
係
る
技
術
導
入
契
約
の
締
結

等
二

指
定
技
術
以
外
の
技
術
導
入
契
約
の
締
結
等

（
事
業
所
管
大
臣
）

（
事
業
所
管
大
臣
）

第
七
条

法
及
び
こ
の
政
令
に
お
け
る
事
業
所
管
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
七
条

法
及
び
こ
の
政
令
に
お
け
る
事
業
所
管
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
と
す
る
。

げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣
と
す
る
。

一

会
社
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
）
の
株
式

一

会
社
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
）
の
株
式

若
し
く
は
持
分
の
取
得
若
し
く
は
譲
渡
若
し
く
は
株
式
へ
の
一
任
運
用

若
し
く
は
持
分
の
取
得
若
し
く
は
譲
渡
若
し
く
は
株
式
へ
の
一
任
運
用

若
し
く
は
議
決
権
の
取
得
若
し
く
は
議
決
権
代
理
行
使
受
任
若
し
く
は

又
は
事
業
目
的
の
実
質
的
な
変
更
に
関
す
る
事
項

当
該
会
社
の
営
む

議
決
権
代
理
行
使
委
任
若
し
く
は
共
同
議
決
権
等
行
使
同
意
取
得
又
は

事
業
の
所
管
大
臣
（
そ
の
子
会
社
若
し
く
は
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に

事
業
目
的
の
実
質
的
な
変
更
に
関
す
る
事
項

当
該
会
社
の
営
む
事
業

規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
同
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

の
所
管
大
臣
（
そ
の
子
会
社
若
し
く
は
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
又
は
そ
の
子
会
社
若

す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
同
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

し
く
は
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
同
項

る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
又
は
そ
の
子
会
社
若
し
く

に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る

は
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
同
項
に
規

場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
所
管
大
臣
を
含
む
。
第
五
号
に

定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合

お
い
て
同
じ
。
）

に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
所
管
大
臣
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い

て
同
じ
。
）



- 12 -

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）


